


 



 



 



 

※1  法定相続情報一覧図を提出いただく場合、亡くなられた方および相続人に関する戸籍謄本は不要です。 
 

※2  亡くなられた方の戸籍謄本で相続人であることが確認できる場合、相続人の戸籍謄本は不要です。

　　 
①相続関係届(相続人全員の署名・捺印) 
   

②相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) 
   

③亡くなられた方の出生から亡くなられるまでの連続した 
　戸籍謄本  ※1 
   

④相続人全員の相続権が確認できる戸籍謄本  ※2 
   

⑤亡くなられた方の預金通帳(証書)

     
   当行所定の書類

　 
①相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) 
  

②亡くなられた方の出生から亡くなられるまでの連続した 
戸籍謄本  ※1 

  

③相続人全員の相続権が確認できる戸籍謄本  ※2 
  

④亡くなられた方の預金通帳(証書)

　 
①自筆証書、秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認調書 
  

②相続関係届 
  

③遺言執行者の有無により取扱が異なりますので、印鑑証明書、 
　 

戸籍謄本等の提出については窓口へご確認ください。 
 

(遺言執行者選任審判書謄本など) 
  

④亡くなられた方の預金通帳(証書) 
  

⑤亡くなられたことが確認できる書類

　     
　   
　    
　   当行所定の書類

　　 
　　 
①調停書謄本、又は審判書謄本及び審判確定証明書 
   

②相続関係届(確定した相続人のみの署名・捺印) 
   

③確定した相続人の印鑑証明書(戸籍謄本は不要です。) 
   

④亡くなられた方の預金通帳(証書) 
　 
　 

　     
　   
　    
　    
　　当行所定の書類

※状況、お取引内容によっては記載している書類の他に必要な書類や不要な書類がありますので詳しくは営業店に 
　ご確認下さい。



 



 



 



 



 



 


